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地 方 分 権 の 進 展 に よ り 、 地 方 公 共 団 体 の 自 己 決 定 ・ 自 己 責 任 の 範

囲 が 拡 大 す る 中 で 、 議 員 の 合 議 体 で あ る 議 会 は 、 市 長 と と も に 市 民

の 直 接 選 挙 に よ り 選 出 さ れ た 市 民 の 代 表 で あ る と い う 二 元 制 の 一 翼

を 担 う 機 関 と し て 、 そ の 果 た す べ き 役 割 と 責 務 は 益 々 重 要 な も の に

な っ て い る 。  

議 会 は 、 市 長 そ の 他 の 執 行 機 関 と 対 等 な 関 係 を 構 築 し 、 市 民 の 福

祉 の 向 上 と 将 来 の ま ち づ く り に 向 け て 、 意 思 決 定 機 関 及 び 行 政 の 監

視 機 関 と し て の 役 割 を 十 分 に 発 揮 し な け れ ば な ら な い 。  

市 民 の 代 表 と し て 選 ば れ た 議 員 は 、市 民 の 代 弁 者 で あ る と と も に 、

市 民 協 働 の ま ち づ く り を 実 現 す る た め に 、 市 民 へ の 情 報 発 信 と 意 見

の 収 集 を 積 極 的 に 行 い 、 政 策 立 案 能 力 の 向 上 に 努 め 、 あ わ せ て 議 会

で の 意 思 決 定 に 関 す る 説 明 責 任 を 果 た す 必 要 が あ る 。  

よ っ て 、 こ こ に 鹿 島 市 議 会 は 開 か れ た 議 会 を 推 進 し 、 議 会 運 営 の

基 本 的 事 項 を 定 め 、 議 会 の 役 割 と 活 動 の 指 針 を 明 確 に し て 、 市 民 の

負 託 に 応 え る こ と を 宣 言 し 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。  

第 １ 章  基 本 理 念 及 び 基 本 方 針  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 二 元 代 表 制 の 下 、 議 会 の 基 本 理 念 、 議 員 の 責

務 及 び 活 動 原 則 等 を 定 め 、 合 議 制 の 機 関 で あ る 議 会 の 役 割 を 明 ら

か に す る と と も に 、議 会 に 関 す る 基 本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、

地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ く 市 民 の 負 託 に 的 確 に こ た え 、 も っ て 市 民



福 祉 の 向 上 及 び 公 正 で 民 主 的 市 政 の 発 展 に 寄 不 す る こ と を 目 的 と

す る 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 ２ 条  議 会 は 、分 権 時 代 を 迎 え て「 市 民 が 主 役 」の 議 会 を 目 指 し 、

市 民 自 治 の 観 点 か ら 真 の 地 方 自 治 の 実 現 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ 基 本 方 針 ）  

第 ３ 条  議 会 は 、 前 条 の 基 本 理 念 に の っ と り 、 次 に 掲 げ る 基 本 方 針

に 基 づ い た 議 会 活 動 を 行 う も の と す る 。  

⑴  議 会 活 動 を 市 民 に 対 し て 説 明 す る 責 務 を 有 す る こ と に か ん が

み 、 積 極 的 に 情 報 の 公 開 を 図 る と と も に 、 市 民 が 参 画 し や す い

開 か れ た 議 会 運 営 を 行 う こ と 。  

⑵  議 会 の 本 来 の 機 能 で あ る 政 策 決 定 並 び に 市 長 等 の 事 務 の 執 行

に つ い て 監 視 及 び 評 価 を 行 う こ と 。  

⑶  提 出 さ れ た 議 案 の 審 議 又 は 審 査 を 行 う ほ か 、 独 自 の 政 策 立 案

や 政 策 提 言 に 取 り 組 む こ と 。  

⑷  地 方 分 権 の 進 展 に 的 確 に 対 応 す る た め 、 議 会 改 革 を 推 進 し 、

他 の 自 治 体 の 議 会 と の 交 流 及 び 連 携 を 行 う こ と 。  

（ 最 高 規 範 性 ）  

第 ４ 条  こ の 条 例 は 、 議 会 に お け る 最 高 規 範 で あ っ て 、 議 会 は こ の

条 例 の 趣 旨 に 反 す る 議 会 の 条 例 、 規 則 等 を 制 定 し て は な ら な い 。  

２  議 会 は 、 議 員 に こ の 条 例 の 理 念 を 浸 透 さ せ る た め 、 一 般 選 挙 を

経 た 任 期 開 始 後 速 や か に こ の 条 例 の 研 修 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 ２ 章  議 会 及 び 議 員 の 活 動 原 則  

（ 議 会 の 活 動 原 則 ）  

第 ５ 条  議 会 は 、 議 員 、 市 長 、 市 民 等 の 交 流 と 自 由 な 討 論 の 場 で あ

る と の 認 識 に 立 つ も の と す る 。  

２  議 会 は 、主 権 者 で あ る 市 民 の 代 表 機 関 で あ る こ と を 常 に 自 覚 し 、

公 正 性 、 透 明 性 及 び 信 頼 性 を 重 ん じ 、 市 民 に 開 か れ た 議 会 運 営 を

行 い 、 市 民 参 加 を 目 指 し て 活 動 す る も の と す る 。  

３  議 会 は 、 市 の 施 策 に 対 す る 意 思 決 定 を 行 う 議 決 機 関 と し て 、 市

政 運 営 状 況 の 監 視 及 び 評 価 を 行 う と と も に 、 適 切 な 判 断 と 責 任 あ

る 活 動 を 行 い 、 市 民 に 対 し て 説 明 す る 責 務 を 有 す る 。  

（ 議 員 の 活 動 原 則 ）  

第 ６ 条  議 員 は 、 市 民 全 体 の 福 祉 の 向 上 を 目 指 し て 議 会 活 動 を 通 じ

て 市 民 の 負 託 に 応 え る も の と す る 。  



２  議 員 は 、 議 会 が 言 論 の 府 で あ る こ と 及 び 合 議 制 の 機 関 で あ る こ

と を 十 分 に 認 識 し 、 議 員 相 互 間 の 自 由 な 討 議 を 尊 重 す る も の と す

る 。  

３  議 員 は 、 自 己 の 能 力 を 高 め る 丌 断 の 研 さ ん に 努 め 、 市 政 全 般 に

つ い て の 課 題 及 び 市 民 の 意 見 、 要 望 等 を 的 確 に 把 握 し 、 政 策 形 成

に 反 映 す る と と も に 、 市 民 に 対 し て 説 明 す る 責 務 を 有 す る 。  

第 ３ 章  市 民 と の 関 係  

（ 市 民 と の 関 係 の 基 本 原 則 ）  

第 ７ 条  議 会 は 、 鹿 島 市 議 会 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 条 例 第 ４ ５

号 ） と の 整 合 を 図 り つ つ 、 議 会 の 活 動 に 関 す る 資 料 を 原 則 公 開 す

る と と も に 、 市 民 に 対 す る 説 明 責 任 を 十 分 に 果 た さ な け れ ば な ら

な い 。  

２  議 会 は 、 開 か れ た 議 会 運 営 に 資 す る た め 、 本 会 議 の ほ か 、 常 任

委 員 会 、 議 会 運 営 委 員 会 及 び 特 別 委 員 会 を 原 則 と し て 公 開 す る も

の と す る 。  

３  議 会 は 、 常 任 委 員 会 、 議 会 運 営 委 員 会 及 び 特 別 委 員 会 の 運 営 に

当 た り 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 １ ０ ９ 条 、 法 第 １ ０ ９ 条 の ２ 及 び 法 第 １ １ ０ 条 の 規 定 に

よ る 参 考 人 制 度 及 び 公 聴 会 制 度 を 十 分 に 活 用 し て 、 市 民 の 専 門 的

又 は 政 策 的 識 見 等 を 議 会 の 討 議 に 反 映 さ せ る よ う 努 め る も の と す

る 。  

４  議 会 は 、 政 策 能 力 を 強 化 す る と と も に 、 政 策 提 案 の 拡 大 を 図 る

た め に 、 議 員 の 全 部 又 は 一 部 と 市 民 等 と の 意 見 交 換 の 場 を 設 け る

こ と が で き る 。  

（ H23 条 例 ６ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 議 会 広 報 の 充 実 ）  

第 ８ 条  議 会 は 、 議 会 独 自 の 観 点 か ら 、 多 様 な 広 報 手 段 を 活 用 す る

こ と に よ り 、 多 く の 市 民 が 議 会 と 市 政 に 関 心 を 持 つ よ う 市 政 に 係

る 情 報 の 広 報 に 努 め る も の と す る 。  

（ 議 会 報 告 会 ）  

第 ９ 条  議 会 は 、 議 会 報 告 会 を 必 要 に 応 じ 行 う も の と す る 。  

第 ４ 章  市 長 等 と の 関 係  

（ 市 長 等 と の 関 係 の 基 本 原 則 ）  

第 １ ０ 条  議 会 は 、 市 長 と の 立 場 及 び 権 能 と の 違 い を 踏 ま え 、 市 長

そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 市 長 等 」 と い う 。 )と 、 常 に 緊 張 あ る 関

係 を 構 築 し 、 事 務 の 執 行 の 監 視 及 び 評 価 を 行 う と と も に 、 政 策 立



案 及 び 市 長 等 へ の 政 策 提 言 を 通 じ て 、 市 政 の 発 展 に 取 り 組 ま な け

れ ば な ら な い 。  

２  市 長 等 の 職 員 は 、 本 会 議 、 常 任 委 員 会 、 議 会 運 営 委 員 会 及 び 特

別 委 員 会 に お い て 、 議 長 又 は 委 員 長 の 許 可 を 得 て 、 質 問 す る こ と

が で き る 。  

（ 市 長 等 に よ る 政 策 等 の 形 成 過 程 の 説 明 ）  

第 １ １ 条  議 会 は 、市 長 等 が 提 案 す る 計 画 、政 策 、施 策 、事 業 等（ 以

下 「 政 策 等 」 と い う 。 ） に つ い て 、 政 策 等 の 水 準 を 高 め る た め 、

市 長 等 に 対 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 の 説 明 を 求 め る も の と す る 。  

⑴  必 要 と す る 背 景  

⑵  提 案 に 至 る ま で の 経 緯  

⑶  総 合 計 画 に お け る 根 拠 又 は 位 置 付 け 及 び 整 合 性  

⑷  関 係 す る 法 令 及 び 条 例 等  

⑸  財 源 措 置 及 び 将 来 負 担 す べ き 経 費  

⑹  政 策 等 の 効 果  

２  議 会 は 、 前 項 の 政 策 等 の 提 案 を 審 議 す る に 当 た っ て は 、 立 案 及

び 執 行 に お け る 論 点 及 び 争 点 を 明 ら か に す る と と も に 、 執 行 後 に

お け る 政 策 評 価 に 資 す る 審 議 に 努 め る も の と す る 。  

（ 予 算 及 び 決 算 の 審 議 に お け る 政 策 説 明 ）  

第 １ ２ 条  議 会 は 、 予 算 及 び 決 算 の 審 議 に 当 た っ て は 、 前 条 の 規 定

に 準 じ て 、 分 か り や す い 施 策 別 又 は 事 業 別 の 説 明 を 市 長 等 に 求 め

る も の と す る 。  

（ H23 条 例 ６ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 市 政 に 係 る 重 要 な 計 画 の 議 決 等 ）  

第 １ ３ 条  法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 議 会 の 議 決 事 件 は 、 鹿

島 市 に お け る 総 合 的 か つ 計 画 的 な 行 政 の 運 営 を 図 る た め の 基 本 構

想 及 び 基 本 計 画 の 策 定 、 変 更 等 と す る 。  

２  議 会 は 、 市 長 等 が 各 行 政 分 野 に お け る 基 本 的 な 計 画 の 策 定 、 変

更 等 を す る た め に 計 画 の 概 要 を 公 表 し 、 広 く 市 民 等 か ら 意 見 等 を

募 集 す る と き は 、 あ ら か じ め 市 長 等 に そ の 理 由 及 び 概 要 の 説 明 を

求 め る も の と す る 。  

第 ５ 章  議 会 の 権 能 の 強 化  

（ 会 派 ）  

第 １ ４ 条  議 員 は 、 議 会 活 動 を 行 う た め 、 会 派 を 結 成 す る こ と が で

き る 。  



２  会 派 は 、 政 策 立 案 、 政 策 決 定 、 政 策 提 言 等 に 関 し 、 会 派 間 で 調

整 を 行 い 、 合 意 形 成 に 努 め る も の と す る 。  

（ 議 会 改 革 の 推 進 ）  

第 １ ５ 条  議 会 は 、 議 会 改 革 に 継 続 的 に 取 り 組 む た め 、 議 員 で 構 成

す る 議 会 運 営 等 改 革 検 討 会 を 設 置 す る 。  

（ 専 門 的 事 項 に 関 す る 調 査 ）  

第 １ ６ 条  議 会 は 、 議 案 の 審 査 又 は 市 の 事 務 に 関 す る 調 査 の た め に

必 要 な 専 門 的 事 項 に 係 る 調 査 に 当 た り 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 等 を

積 極 的 に 活 用 す る も の と す る 。  

（ 議 員 研 修 の 充 実 強 化 ）  

第 １ ７ 条  議 会 は 、 政 策 形 成 及 び 政 策 立 案 能 力 の 向 上 を 図 る た め 、

議 員 研 修 の 充 実 強 化 を 図 る も の と す る 。  

（ H23 条 例 ６ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 議 会 図 書 室 ）  

第 １ ８ 条  議 会 図 書 室 は 、 法 第 １ ０ ０ 条 第 １ ９ 項 の 規 定 に よ り 、 誰

も が 利 用 す る こ と が で き る 。  

２  議 会 は 、 調 査 研 究 に 資 す る た め 、 議 会 図 書 室 の 図 書 等 の 充 実 に

努 め 、 そ の 有 効 利 用 を 図 る も の と す る 。  

（ H23 条 例 ６ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 議 会 事 務 局 の 体 制 整 備 ）  

第 １ ９ 条  議 会 は 、 政 策 形 成 及 び 政 策 立 案 能 力 の 向 上 を 補 助 す る 組

織 と し て 、 議 会 事 務 局 の 調 査 及 び 法 務 機 能 の 充 実 強 化 を 図 る も の

と す る 。  

第 ６ 章  政 治 倫 理  

（ 政 治 倫 理 ）  

第 ２ ０ 条  議 員 は 、高 い 倫 理 的 義 務 が 課 せ ら れ て い る こ と を 自 覚 し 、

市 民 の 代 表 と し て 良 心 と 責 任 感 を 持 っ て 議 員 の 品 位 を 保 持 し 、 識

見 を 養 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、政 治 倫 理 の 確 立 及 び 向 上 に 関 し て は 、

鹿 島 市 議 会 倫 理 綱 領 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ H23 条 例 ６ ・ 一 部 改 正 ）  

第 ７ 章  見 直 し 手 続  

（ 見 直 し 手 続 ）  

第 ２ １ 条  議 会 は 、 こ の 条 例 の 目 的 が 達 成 さ れ て い る か ど う か を 定

期 的 に 検 証 す る も の と す る 。  



２  議 会 は 、 常 に 市 民 の 意 思 、 社 会 情 勢 の 変 化 等 を 勘 案 し て 議 会 運

営 に 係 る 丌 断 の 評 価 と 改 善 を 行 い 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

こ の 条 例 の 規 定 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 要 の

措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 ２ ２ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 議 会 運 営

委 員 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  （平成 23 年条例第６号） 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


